
2019年11月10日STS学会OS問題提起のための配付資料（林 衛，富山大学人間発達科学部，hayasci@mac.com） 

｢東電刑事裁判判決｣（要旨）と｢原発賠償群馬訴訟｣政府側主張を読み解くために 

津波予見に「一定の科学的根拠」を認めた刑事裁判判決が「予見可能性認めず」と語られてよいのか 

公害の歴史は，人々の語りによって受け継がれていく。明治期に起源する富山
イタイイタイ病問題は，足尾銅山鉱毒事件と発生時期は重なるが，教育を受け
た多くの人々にとって「高度成長の矛盾」として誤認識されている。水俣病は
因果関係が明らかでなかったために解決が遅れた，といった誤解も根強い。 

東電刑事裁判判決では，経営陣が津波可能性を認識（予見）していたものの，
地震本部の長期評価は根拠が弱く信頼できないとして，対策を先送りした経営
判断は有罪にあたらないとした。日本海溝北緯38.1度より南側福島県沖の津
波地震発生可能性を切り捨てた経営陣，地裁判決の判断の信頼性は高いのか？ 
誤解の連鎖をくり返さないために共有すべき科学的事実を確認しよう。 

国土を汚染した被告が避難者に罪をなすりつけられるのか 

広島・長崎の被爆者による原爆症認定訴訟において裁
判所の判断の多くは，被曝によって促進される病気で
あれば被爆者援護法の目的に沿って，原爆症と認定す
べきだとしている。すなわち，｢高度の蓋然性をもって
証明を厳格に要求することは，真に救済されるべき被
爆者が救済されないという事態を招きかねない｣などと
する（H27年行政（コ）421号原爆症認定申請却下処
分取消請求控訴事件資料から）。 
いっぽう，政府側は，以下のように主張する。｢…放射
線に起因して発症したことが証明された場合に限り，
他の戦争被害者には認められない高額の特別手当を支給

するものであり，…被爆者手帳の支給を受けたものであれば誰でも疾病罹患のみを要件として上記のような高額の給付を受けられるということにな
れば，もはや被爆者援護法の趣旨を超えるものといわざるをえない。このような事態は，大なり小なり受けた戦争の犠牲を等しく甘受することで成
り立ってきた社会的コンセンサスを揺るがすことになりかねず，国民の理解を得られるものではない｣。 
人権のための科学なのか，それとも加害者・権威者の特権のための科学なのか？
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